
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

一

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

（
第
一
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

）

）

二

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
百
十
五
号

（
第
二
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

114

三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号

（
第
三
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

116

四

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
百
五
十
二
号

（
第
四
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

300

五

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号

（
第
五
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

519

六

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号

（
第
六
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

556

七

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号

（
第
七
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

558

八

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号

（
第
八
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

561

九

確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号

（
第
九
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

565

十

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号

（
第
十
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

567

十
一

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号

（
第
十
一
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

569

十
二

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号

（
附
則
第
八
十
六
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

575

十
三

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号

（
附
則
第
八
十
七
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

599

十
四

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
六
号

（
附
則
第
八
十
八
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

638



十
五

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号

（
附
則
第
八
十
九
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

639

十
六

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号

（
附
則
第
九
十
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

666

十
七

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号

（
附
則
第
九
十
一
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・

）

）

667

十
八

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
八
号

（
附
則
第
九
十
二
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

686

十
九

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等

を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号

（
附
則
第
九
十
三
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

689

二
十

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号

（
附
則
第
九
十
四
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

696

二
十
一

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号

（
附
則
第
九
十
五
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・

）

700

二
十
二

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

（
附
則
第
九
十
六
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

702

二
十
三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

（
附
則
第
九
十
七
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

708

二
十
四

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
法
律
第
百
五
号

（
附
則
第
九
十
八
条
関
係

・
・
・
・

）

）

709

二
十
五

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

（
附
則
第
九
十
九
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

717

二
十
六

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

（
附
則
第
百
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

723

二
十
七

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号

（
附
則
第
百
一
条
関
係
）

）



・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

725

二
十
八

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
六
号

（
附
則
第
百
二
条
関
係
）

）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

734

二
十
九

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号

（
附
則
第
百
三
条
関
係
）

）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

735

三
十

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

号
）

（
附
則
第
百
四
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

737

三
十
一

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

号
）

（
附
則
第
百
五
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

738

三
十
二

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号

（
附
則
第
百
六
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

827

三
十
三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号

（
附
則
第
百
七
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

829

三
十
四

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号

（
附
則
第
百
十
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

835

三
十
五

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号

（
附
則
第
百
十
二
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

836

三
十
六

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号

（
附
則
第
百
十
四
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

838

三
十
七

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

（
附
則
第
百
十
七
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

839

三
十
八

旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
十
六
号
）

（
附
則
第
百
十
八
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

841

三
十
九

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号

（
附
則
第
百
十
九
条
関
係

・
・
・
・
・

）

）

842



四
十

社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
号

（
附
則
第
百
二
十
条
関
係

・
・
・
・
・
・

）

）

843

四
十
一

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
行
う
恩
給
担
保
金
融
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
九
十
一
号
）

附
則
第
百
二
十
一
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（

845

四
十
二

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号

（
附
則
第
百
二
十
三
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

847

四
十
三

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号

（
附
則
第
百
二
十
四
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

851

四
十
四

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号

（
附
則
第
百
二
十
六
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

853

四
十
五

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号

（
附
則
第
百
二
十
七
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

855

四
十
六

石
炭
鉱
業
年
金
基
金
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
三
十
五
号

（
附
則
第
百
二
十
八
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

857

四
十
七

児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号

（
附
則
第
百
二
十
九
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

859

四
十
八

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号

（
附
則
第
百
三
十
条
関
係

・
・
・
・

）

）

861

四
十
九

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号

（
附
則
第
百
三
十
一
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

863

五
十

国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
四
十
九
号

（
附
則
第
百
三
十
二
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・

）

）

864

五
十
一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

（
附
則
第
百
三
十
三
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

865

五
十
二

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号

（
附
則
第
百
三
十
四
条
関
係

・
・
・
・
・
・

）

）

866

五
十
三

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）

（
附
則
第
百
三
十
五
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

867

五
十
四

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）



附
則
第
百
三
十
六
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（

871

五
十
五

確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号

（
附
則
第
百
三
十
七
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

873

（

）

五
十
六

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号

附
則
第
百
三
十
八
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（

880

五
十
七

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号

（
附
則
第
百
三
十
九
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

882

五
十
八

独
立
行
政
法
人
農
業
技
術
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

附
則
第
百
四
十
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（

888

五
十
九

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

附
則
第
百
四
十
一
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（

892

六
十

独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

（
附
則
第
百
四
十
二
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

896

六
十
一

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号

（
附
則
第
百
四
十
三
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

900

六
十
三

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
六
号

（
附
則
第
百
四
十
四
条
関
係

・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

）

901

六
十
四

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）

（
附
則
第
百
四
十
五
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

903

（

）

六
十
五

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律

平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
号

（
附
則
第
百
四
十
六
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

906

六
十
六

人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号

（
附
則
第
百
四
十
七
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

912

六
十
七

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号

（
附
則
第
百
四
十
八
条
関
係
）

）



・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

913

六
十
八

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）

（
附
則
第
百
四
十
九
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

915

六
十
九

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）

（
附
則
第
百
五
十
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

916

七
十

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
十
三
号

（
附
則
第
百
五
十
一
条
関
係
）

）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

919

七
十
一

日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第

号

（
附
則
第
百
五
十
二
条
関
係
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

）

921


